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　〔内容抄録〕現在，日本のすべての大学は，その教育課程の中に保健体育科目4単位を必修単

位として開設している。このように制度化されたのは，戦後の教育改革の中で当時の「大学基準

協会」によって大学体育の実施が決定されたからである。そして，新制大学の発足と共に大学体

育は，その教育課程に登場してきたのである。しかし，そこに至るまでには，「米国教育使節団

報告書」に見られる大学体育の実施勧告を契機として，日本側でも例えば「学校体育研究委員会」

によって提出された大学体育に関する答申，さらに「体育保健研究委員会」で作られた大学体育構

想の原案「大学における体育」等を中心とした，大学体育実現への研究，努力が積極的になされ

たのであった。

はじめに

　現在，日本のすべての大学は，その教育課程

の中に保健体育に関する授業科目を開設してい

る。そして卒業要件の最少必要単位数120単位

には，保健体育科目の講義及び実技4単位を含

まなければならないことが大学設置基準で定め

られている。このことは戦前の大学教育制度に

は見られないことであると同時に，新制大学制

度の有する特色の一つといえるものである。こ

の大学体育の制度が確立されるためには，一方

で占領国である米国の影響を強く受けながら，

他方で日本側の教育や体育に関する諸委員会で，

研究，討議の努力が積極的に行われたのである。

その結果，最終的には1947年12月15日の「大学

基準協会」の総会でこのことが審議され，基準

条項に「大学は体育に関する講義及び実技各2

単位以上を課することを要する1）」と加えられ

ることになった。ここに日本の大学史の上で画

期的ともいえる大学体育制度が決定され，また

その起点が記されたのである。

　ところで，明治時代以来進展してきた日本の

近代教育の歩みは先の敗戦によって，その理念，

制度，内容，方法等全般にわたる大きな改革が

断行されたのである。この戦後の教育改革は，

その後の今日に至るまでほぼ30年にわたる日本

の新しい教育展開の出発点として位置づけられ

るものである。特に，米国占領下に改革が急速

且つ根本的に進められた，戦後初期にみられる

提案や改革案の中には，戦後教育改革はもとよ

り，大学改革とりもなおさず大学体育の原点が

あると思われる。

　そこで本小論は，このような視角から戦後日

本の教育改革の概観を試みながら，その中で新
ぽに大学教育の中に位置づけられた大学体育，所

謂「正課体育」について考察し，その成立過程

を明らかにしようとするものである。また同時

にこのことは，その後今日まで大学教育の中で

紆余曲折を経ながらも，そこに位置を占め，展

開してきた大学体育の問題を認識し，これから
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の展望への一つの手掛りを与えるものとなるで

あろう。

1．　米国教育使節団報告書

　戦後の日本の教育改革や体育改革には，種々

様々な面において占領国である米国の政策的影

響が見られることは否めない事実である。米国

の占領政策は当初，戦時体制下に組込まれてい

た日本の教育や体育に対する禁止的措置を中心

とするものであった。そこで教育，体育におけ

る軍国主義及び極端な国家主義の払拭を目的と

する非軍事化策が暫定的にとられ，次第に民主

化をめざす積極的，建設的方策が実施されるよ

うになってきた。つまり，1945年10月22日から

12月31日にかけて，占領軍総司令部は「占領軍

四大教育改革指令2）」を提示して，教育におけ

る軍国主義的，超国家主義的要素の排除と民主

化とを占領教育政策の基調とすることを明らか

にしたのである。

　また，結果的にこの四大指令に沿う形で文部

省もすでに9月15日に「新日本建設ノ教育方針」

を打出している。これは戦後文部省が公にした

初めての組織だった教育改革への提案ともいえ

るものである。その前がきで，「従来ノ戦争遂行

ノ要請二基ク教育政策ヲー掃シテ文化国家，道

義国家建設ノ根基二培フ文教諸施策ノ実行3）」

を行うことを表明している。ここには戦前の教

育に対する明確な反省と，その戦時教育体制の

清算についての高らかな提唱がみられるのであ

る。

　そして体育に関しては，「大イニ運動競技ヲ奨

励シ純正ナルスポーツノ復活二努メ之ガ学徒ノ

日常生活化ヲ図リ以テ公明正大ノ風尚ヲ作与シ

将来国際競技ニモ参加スルノ機会二備へ運動競

技ヲ通ジテ世界各国ノ青年間二友好ヲ深メ4）」

との記述が見られる。さらに戦時体練や学徒教

練の禁止措置として，1945年11月6日には体練

科教授要目中の軍事訓練的諸教材の廃止，武道

（剣道，柔道，薙刀）の授業中止等の措置を関

係機関へ宛て指示している5）。この中で今後の

学校体育に関して，　「授業ハ画一的指導二堕ス

ルコトナク克ク児童ノ自然的要求ヲ考慮シ遊戯

競技的取扱＝重点ヲ置キ6）」と述べている。こ

のような文部省の体育方針の中には，教練やそ

の他の軍隊的色彩の強い団体教材を廃して，遊

戯や球技等を用いた新しい体育に関する主張が

見られ，早くも新体育への模索の跡が窺われる

のである。

　このような禁止的措置による教育の戦時体制

の除去の段階から，次第に積極的な民主化策が

とられるようになってくるのである。そこで，

その意味からも見落すことのできないものが，

日本の戦後の教育改革に重大な影響を与えた米

国教育使節団によって書かれた第1次「米国教

育使節団報告書7）」である。

　1946年3月5日，G．　D．　Stoddardを団長と

する教育専門家27名からなる米国教育使節団の

来日は，その後の日本の教育の基本的路線を確

立するために，戦後教育改革の決定的役割を果

したものといえる。使節団は日本側の委員会と

接触を維持しながら，約一ケ月にわたってC．

1，E．8）（民間情報教育局）の立てたあらかじめ

の計画に従って，四つの分科会に分かれて日本

の教育についての調査，研究，協議を行った。

そして教育改革に対する具体的な勧告案を作成

し，3月31日最高司令長官D，MacArtherに

「米国教育使節団報告書」を提出した。

　この報告書は戦前の日本の教育の欠陥を鋭く

批判し，教育の民主化，近代化のために，教育

の原理，方法，制度等全般にわたる改革の基本

的着眼点を体系的に示しているものであるとい

える。このような民主主義，自由主義的な姿勢

は，当然体育の改革に対しても示されており，

戦後の体育の改革に関するいくつかの重要な指

摘がなされているのである。以下報告書の内容

に即してながめてみよう。

　報告書は「保健教育と体育」の冒頭で，「保

健教育と体育は，カリキュラム改革の重要なこ

とを，折よくまた都合よく例証するものであ

る9）」と述べている。この主張の中には戦前の
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教育の中で，特に戦争中重大な役割を演じた体

育教育の民主化改革こそ，戦後教育改革の一つ

の指標になると米国が考えていたことが感じら

れるのである。また，学校教育の中で行われて

いた軍事訓練等の廃止により，発育途上にある

日本の「青少年は当然うくべき健康と体力と娯

楽の機会をとりもどす1°）」ことができるように

なったのである。そこで，体育や健康の問題が

戦前の体練科や体操科的性格を帯びたものから

脱皮し，保健，体育，レクレーション（且ealth，

Physical　Education　and　Recreation）としての

新しい体育概念によって捕え直され，その上で

教育改革上に位置づけられることの必要性を強

く訴えていることが理解されるのである。

　保健教育について，従来は「生理も衛生も，

実際にはほとんど教えていない11）」と戦前の健

康教育についての欠点を指摘しながら，新しい

科学的方法による刷新を述べている。

　体育については，「身体を強壮にし，調整し，

身体の技術を教授する外に，スポーツマンシッ

プと協力との精神とが有する固有の価値12）」を

学校や社会の教育の中で充分認識すべきことを

勧めている。そこで体育・スポーツの正しい普

及のために，体育施設の整備はもとより，保健

体育教育のために新な体育指導者養成に関する

指摘が見られる。また学校教育の中に新な体育

教育課程を作成するために，「教師からなる委

員会で教師用参考書の起草を企画13）」すること

等を提案しているのである。

　このように戦後の日本の民主的社会の建設に

とって，教育改革の中で，体育，スポーツの占

める位置の大きなことを報告書は述べているの

である。このことは米国側が教育改革の中で体

育の改善に多くの精力を傾け，またそのことの

重要性を充分認識していたことのあらわれと見

てよいであろう。

　特に，大学体育に関しては，「小学校，中等

学校，実業学校，専門学校等で体育に充てられ

た時間は十分豊富であるが学生があまり運動も

せずに長時間勉強する傾きのある大学程度にお

3

いても，同様の授業を加えなくてはならぬ14）」，

「保健衛生教育及び体育の計画は教育全計画の

基礎となるものである。身体検査，栄養及び公

衆衛生についての教育，体育と娯楽厚生計画を

大学程度の学校にまで延長15）」すべきであると

勧告している。このように大学教育課程の中に，

先に述べた新しい体育概念に基づく大学体育の

実施を端的に表明しているのである。この報告

書の大学体育の勧告は当時の教育改革の流れの

中で，大学体育実現への有力な契機となったも

のと考えられるのではなかろうか。これ以後大

学体育の問題について，その実施の方向で具体

的事柄が展開されることになるのである。

2．　学校体育研究委員会

　こうした状況の中で，1946年9月20日文部省

に戦後の学校体育の諸問題を検討するための研

究委員会がつくられた。この委員会は学校体育

の刷新，改善に必要な具体的方策の調査，研究

と，学校体育の教育課程を研究するために，大

谷武一を委員長とする55名の体育専門家等から

なる「学校体育研究委員会」と称されたのであ

る。この委員会は8部会に分れ約40日間にわた

って研究，討議し，10月29日の総会で以下のよ

うな内容を持つ答申を纒めあげた16）。

1．　学校体育の刷新改善に関する事項
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体育指導者の再教育に関する事項

体育研究機関に関する事項

選手制度及びシーズソ制に関する事項

試合に関する事項

体育施設及び用具に関する事項

体育と食糧及び勤労等との関係に関す

る事項

2．学校体育指導上の具体的事項
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体育要綱作成の方針

国民学校体育要綱案

中等学校体育要綱（男子）案

中等学校体育要綱（女子）案
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高等専門学校体育要綱（男子）案

高等専門学校体育要綱（女子）案

参考資料17）

　さてこの「学校体育研究委員会」の中で大学

体育の問題をとりあげたのは第5部会であった。

そしてこの答申に，「新学制発足の際に是非大

学体育の確立をはかり，全学生に体育の機会を

均等に与えるため，少くとも最初の一年間は体

育を正課として課すべきこと18）」を要望し，大

学体育に関し以下のような「大学体育要綱案」

を作成したのである。

　従来わが国の教育制度の中で，大学の体育は

全く無視されていた。従って，大学の体育的活

動は，極く少数の学生の参加する課外のスポー

ツ活動に限定されていた。大多数の学生には，

何等考慮が払われなかったのであり，大学生の

体位は貧弱である。その上，極く限られた学生

の参加するスポーツは，必ずしも，すべて健全

な活動とは限らないのである。

　大学卒業後，地域社会の指導者として積極的

役割を果すこれら学生の健康と態度は，一般社

会に対する影響が重大なので，もはや，今日の

ように少数の学生に限られるべきではない。そ

れ故，すべての学生のためによい体育のプPグ

ラムを準備し，彼等に均等の機会を与え，自分自

身の健康の増進をはかり，健全な大衆スポーツ

の発展をすすめることは喫緊の急務である。で

きるだけ速に，女子及び男子の大学に体育を採

用するよう，次のような一般的事項を提案する。

1．大学体育についての一般的事項

　a　大学体育の目的

　大学体育の目的は，身体活動と健康習慣の実

践を通じて学生の健康を保護，増進し，道徳的

性格を育成し，より豊かな生活の向上をはかり，

そして価値ある生活の基礎をつくることにある。

　b　一般的原則

　　（1）少なくとも第1年次の学生には，体育

　　科を必修とし，学生生活及び健全な社会生

　　活に確固とした基礎を与える。

　　（2）この正課体育は，終了したか否かにつ

　　いて評価されるべきである。

　　（3）正課体育は，体操，スポーツの実技と

　　ともに，保健衛生と体育の理論よりなるも

　　のとする。

　　（4）この時期の学生は成熟時期であり，真

　　理探究の欲求が強いので体育の内容は，人

　　体についての科学的知識に基き，また，地

　　域社会における身体活動の意義を学生が完

　　全に理解できるようにすべきである。

　　（5）すべての学生に身体検査が実施され，

　　体育のプログラムは，この体力および学生

　　の興味に従って組まれるべきである。

　　（6）保健，体育施設の準備，予算の増額，

　　よき指導者，この責任を遂行できる組織の

　　確立について十分な考慮が払われるべきで

　　ある。

2．　内容

　a　保健

　　（1）身体検査

　　（2）健康教育

　　個人衛生，国民の栄養，職業衛生，国民優

　　生，人口，国民保険

　　（3）健康相談

　　（4）検定測定（体力測定）

　b　体育活動

　　（1）身体検査の結果，健康な学生は，次の

　　ような種目の中から自己の興味に従って活

　　動を選択するようにする。

　　体操，陸上競技，水泳，サッヵ一，ソフト

　　ボール，バスケット，テニス，バレー，ダ

　　ンス

　　（2）虚弱者と判定された者は，学校医の助

　　言に従い，各自の体力に従って体操若しく

　　は軽スポーツを実施する19）。

　以上は，わが国の大学体育に関して「学校体

育研究委員会」が答申したものである。この提

案は，先の「米国教育使節団報告書」の中で，

新制大学におげる体育の実施が勧告されたこと

に対して答えたものと考えることができよう。

しかし，大学体育実現のために勧告を一歩進め
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て，初めて大学体育について基本的事柄を組織

的に整理した形で示しているところに，特に注

目できるのである。そして次節で述べるように，

文部省の「大学基準協会」に対する大学体育の．

要望も，「体育保健研究委員会」で作りあげら

れていく「大学における体育」も，すべてこの

答申の内容に基本的には基礎を置いていたとい

えるのではなかろうか。つまり，これ以後，大

学体育実現のための研究や努力は，この答申を

具体的に深め，敷術化する形で展開されていく

のである。これを要するに，「学校体育研究委

員会」の大学体育に関する提案は，その後の大

学体育の実現過程にモデルとしての重要な位置

を占めることになるのである。

3．　体育保健研究委員会

　これまで述べてきたような「学校体育研究委

員会」の大学体育の実現やその具体的実施に関

する研究の成果を踏まえて，今後はその実現の

ために，戦後の新制大学創設に関する専門機関

である「大学基準協会」への働きかけが必要と

なってきたのである。つまり，大学体育の実現

のためには，「大学基準協会」における基準を

通過することが絶対条件となってきたのである。

　戦後の大学問題やその設立認可に関して文部

省に，1946年10月「大学設立基準設定に関する

協議会」が設置され，新制大学の基準作成のた

めの活動が開始されていたのである。この協議

会は，C．1．E．の提案もあり全国的規模に改組

され，大学という性格からも文部省の手を離れ，

各大学の自主的運営にゆだねられることになり，

「大学設立基準設定協議会」となって独立した

のである。さらに1947年7月8日に「大学基準

協会」と改称された。

　この「大学基準蕩会」に対して，大学体育の

必要性について文部省体育局長は7月1日以下

のような要望を行った。　「従来大学では体育に

ついて，制度上なんらの組織もなく，全く放任

されてきたといっても過言ではない。すなわち

今日大学の体育は特殊の趣味をもっているきわ

めて少数の学生が行っているスポーツに限られ，

大部分の学生はほとんどこれに関与していない

現状である。そのため大学では一般の学生の健

康管理はきわめて不徹底であり，かつ少数の者

の間に行われている運動も必ずしも学生スポー

ツとして健全に教育的に行われているものぼか

りではない。いうまでもなく健康問題は特殊な

趣味や嗜好による教養とは違って，われわれ人

間活動の基礎としてどんな場合でも一生を通じ

て生活から切り放すことのできないものである。

そこで発育途上にある学生の健康を保護し，こ

れを助長すると共に健康生活に対する正しい理

解と態度とを養うための制度的施設を大学教育

に取り入れることは，単に学生個人の生活を健

全にするぼかりでなく，卒業後いろいろな面で

指導的立場に立つ者の健康と生活態度とが一一般

社会に及ぼす影響のきわめて大なるものがある

ことを考えるとき，それは今日喫緊の要務では

ないかと思う。かような意味で基準協会の各位

の深い御理解によって今後の男女各大学では，

ぜひ体育を重要な教科として一般の学生にも体

育の機会を均等に与え，健康生活の合理化をは

かることのできるような基準を定められるよう

御配慮あいなりたい2°）」と。しかし文部省の努

力にもかかわらず，7月8日に発表された大学

基準の中には，大学体育に関して何も含まれて

いなかった。しかしこの文部省の要望は大学体

育実現への一つの伏線となったことは確かであ

ろうと思われる。

　このような状況の中でC．1．E．のDr．　EH・

McGrailは9月30日の大学基準脇会の第4回基

準委員会で，大学体育について考慮するように

要望を申入れた。さらに10月14日の第8回理事

会でC．1．E．のLulu　Holmesから重ねて要望

が出されたのである。またC．1．E．の体育担当

官Major　W．　J．　Grahamは「大学に体育を入

れることがC．1．E．における自分の最大の仕

事21）」であると述べているところからも，彼の

積極的な努力のあったことも当然考えられるの

である。

　このような文部省，℃．1．E．の働きかけや努力
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によって，ようやく「大学基準協会」でも大学

体育の必要性を認識し，10月24日大学における

体育や健康教育に関する問題を研究するために

「大学基準協会」内に専門委員会を設けること

になった。この専門委員会である「体育保健研

究委員会」は，もともと正課体育そのもののた

めに作られた委員会ではなかったが，これによ

っていよいよ大学体育に関する本格的研究と準

備が，大学問題に関する正式機関で開始される

ことになるのである。このことの意義は戦後の

大学体育の成立過程を考える場合，特に制度的

な面からも決定的な役割を果したこととして注

目しなけれぽならないことである。

　ところで「大学基準協会」のメンバーは同協

会の加盟大学の会員によって構成されることに

なっていた。そこで「体育保健研究委員会」は，

当時の加盟大学のメンバーによって構成された

のである。しかし，選ばれた委員は旧制大学関

係者であり，大学体育に関して直接の経験者や

専門家といえる人々ではなかった。そこで委員

会は4人の体育に関する専門家を加えて以下の

ような構成になった。

　委員長　石井易（東京大学事務局長）

　委員　桂田利吉（法政大学教授）　小川徳治

（立教大学教授）　川西誠（日本大学教授）

杉本良一（慈恵会医科大学教授）　谷川久治

（千葉医科大学教授）伊藤道機（早稲田大学助

教授）　石丸重治（慶応義塾大学教授）　小野

三郎（中央大学総務課長）　斎藤一男（日本医

科大学教授）

　専門委員　大谷武一（東京体育専門学校長）

林太郎（東京女子高等師範学校）　清瀬三郎

（日本体育協会理事長）　岩原拓（日本学校衛

生会理事長）

　委員兼幹事　加藤橘夫（東京大学学生課長）

　書記　西尾貫一（東京大学事務官）

　そこで，委員会は「大学基準に於ける体育関

係事項の研究」のために10月24日東京大学で第

1回「体育保健研究委員会」を開いたのをはじ

めとして，11月28日まで計5回の委員会を開い

て研究，協議を重ねたのである。この審議経過

は，「第1回の委員会に委員長より本委員会の

性格と使命について説明があり体育を大学の正

式単位として採用し得るやの検討より始めて，

『スポーツ・レクレーショソ及び健康教育を含

む新しい意味の体育を出来る限り速に正課とし

なければならない』との結論に達し委員長より

基準協会の理事会に提出しその承認を得て更に

具体的方法について研究を進め22）」，次に「如何

にしたらこれが可能であるか，具体的方法につ

いて研究を進め『大学に於ける体育』について

正課体育，課外体育，選手体育，学生保健所

等23）」について研究，考察していったと当時の

会報に述べられているとおりである。

　このように「体育保健研究委員会」は，そも

そもは大学における体育や健康教育一般を研究

するために設置されたのであるが，第1回目の

委員会にすでに正課体育の問題が論議されて，

その実施を決定している。その後はこの決定を

踏まえて委員会は進められたことが先の経過報

告でも明らかである。そこで1947年11月22日の

基準委員会に，「大学における体育」と題して

正課体育，学生健康相談所，課外体育の三領域

からなる大学体育に関する委員会の中間報告を

提出した。

　この報告は総説と各説の二つに分かれており，

総説で「大学に於ける体育は学生の健康を保持

増進し社会に道徳的精神を酒養し，以て学生生

活を豊かならしめ，更に進んで社会生活を価値

あらしめる基礎を作るにある。而して大学時代

は恰も心身発育の成熟期にあたり事物の真理を

探求しようとする心組の最も旺盛な時期である

から此の時期に於ける体育は身体に関する科学

的知識と体育運動に対する社会的道徳的意義と

を理解させ充分な納得の下に而も興味を以て自

ら進んで夫々の個性に応じた保健衛生並に体育

運動を実践せしめるように組まれるべきである。

此が為には保健衛生体育運動の理解等に関する

講義を経とし体操，スポーツ，リクレーション

等の実施を緯とする新しい意味の正課体育を設
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置すること，課外教育を正しく指導することと

が必要である24）」と述べている。

　各説は以下のような構成になっている。

　1　正課体育

　　A　内容

　　　←）講義

　　　　○保健教育

　　　　　個人衛生，公衆衛生，民族衛生，衛

　　　　　生政策

　　　　○体育理論

　　　　　体育概説

　　　（⇒　実技

　　　⇔　体力検査

　　B　指導方法

　　C　単位

　　D　考査

　　E　指導書

　　F　施設

　2　学生健康相談所

　3　課外体育

　　A　学内体育

　　3　対抗競技

　　4　体育管理組織25）

　各説において正課体育について，保健教育と

体育理論の講義及び実技を各2単位の計4単位

を「なるべく第1，第2学年各2単位を必須と

し26）」その他の学年は自由選択として学生に用

意しておくことを述べている。これは先の「学

校体育研究委員会」の案を一年間延長し，明確

に4単位を必修と定め，それ以上は自由選択と

して履修可能とした点に明らかな進展がみられ

るのである。指導方法のところでは，実技は各

種目中季節毎に一種目以上を自由に選択させ，

なるべく1，2年毎に2単位を実施するように

すること。また学年の最初の正課体育時に精密

な体力検査を行い，その結果によって学生を数

グループ（A一強健者，B一普通，　C一虚弱者，

D一病者等）に分けて指導すること等を述べて

いる。これは学生各自の健康や体力に適応する

体育実技を実施するために，学年の始めの体力

検査によって4つのグループに分けて指導する

ことを打出したものとして注目することがでぎ

るのである。また当時の出発当初の斬新な考え

方のあらわれといえるであろう。さらに季節毎

に一種目以上を自由に選択させる方式は学生の

興味や自主性を尊重する当時の新教育の考え方

の反映とも見ることができるのではなかろうか。

さらにハイキングやスキー等のシーズンスポー

ツを教材とする集中実技方式の提案も見られる。

また学校教育段階の最終段階の大学生に対して，

レクレーション的な意味からも生涯体育の立場

がすでに考慮されている点にも注意できるので

ある27）。

　このような内容を有する「体育保健研究委員

会」の中間報告，「大学における体育」はさら

に基準委員会において慎重に討議され，ついに

1947年12月15日の「大学基準協会」の総会に報

告されたのである。その結果，新制大学におい

てその教育課程の中に正課として，　「大学体育

に関する講義及び実技各2単位以上を課するこ

とを要する28）」と正式に大学体育は決定された

のである。

　「大学基準協会」の決定により大学教育課程に

必修単位として初めて体育は発足することにな

ったのであるが，実施にうつすためには報告の

「大学における体育」に述べられたことだけで

は不充分であった。これは会報に述べられてい

るように新制大学で新に実施される「体育につ

いては方々の学校で見当がつかないで非常にこ

まっている29）」という当時の状況から，当惑し

ている関係者にとって即実施にうつせる参考資

料が必要だったのである。そこで「体育保健研

究委員会」は，1948年10月，大学基準協会資料

第4号に「新制大学に於ける一般体育科目設置

の参考資料」を作成し掲載したのである。これ

は先の「大学における体育」のうち正課体育の

部分についてさらに実施の参考資料として，各

大学の用に供するように整えたものであり，当

時の大学体育関係者に「大学体育のバイブル30）」

と称されたのである。さらに「体育保健研究委
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員会」は，一方で体育指導者養成のために「体

育学部基準」の研究を進め，これも11月30日に

「大学基準協会」の評議員会で正式決定を見た

のである。

　このような過程を経て制度的に成立を見た大

学体育は，新制大学の発足（1949年から，一部

私大では1948年）によって実施されるはこびと

なったのである。しかしそこには，宮畑虎彦氏

が述べているように「施設の不備と用具の不足

が圧倒的に多い。地方の専門学校が新制大学に

昇格した所ではそれほどでもなかったが，東京

などで市中に古くからあった大学では正課体育

に使用する運動場も少なくなかった。体育館は

ない大学の方が多く……施設についで困難を感

じているのは教官の不足である。しかも戦前，

体育専攻の大学はなく……したがって数の上か

らだけでなく，質の上でも不足していた31）」と

いうのが当時の状況であり，実態であった。

　ところでこのような現実の下にとにかくわが

国で初めて大学体育は出発したのである。この

ことを考える時，「体育保健研究委員会」によ

って作成された「大学における体育」は，当時

の新しい体育概念に基づいて形成された大学体

育の理念を有するものであったといえる。また

当時の関係者の大学体育実現に対する非常な熱

意を感じることができるのである。同時にそこ

に述べられた斬新な教育内容や指導方法等の提

案に特に注目できるのである。このような特色

を有する「体育保健研究委員会」の大学体育に

対する思索や構想は，「大学基準協会」の基準

を満たしたことはもちろんのこと，その後の今

日に至る大学体育の問題を正しく認識する時の

源泉として，大学体育史上に確固とした位置を

占めるものであるといえよう。

　また，大学教育機関の中に体育が用いられる

ようになったことは，その後の体育学の研究，発

展にとって貴重な契機となったといえよう。特

に，体育指導者養成のための「体育学部基準」

の設置は，体育の専門的な教育，研究の充実を

促がしたものとして，また体育学の学問的水準

を高めるのに大いに役だつ第一歩であったとい

うことができるだろう。

むすび

　以上考察してきたように，戦後の教育改革の

中で，わが国では初めて大学の教育課程に体育

が必修学科目として位置を占めることになった

のであるが，そこに至るまでにはいろいろな経

過や要因が考えられるのである。特に本小論で

は，1946年3月31日に出された「米国教育使節

団報告書」に見られる大学体育の勧告から，19

46年9月20日に設置された「学校体育研究委員

会」における大学体育についての提案を経て，

「大学基準協会」内に1947年10月24日成立した

「体育保健研究委員会」の活動に焦点を当てて，

1947年12月15日の「大学基準協会」での正課体

育決定までを中心に述べてきたのである。

　その結果，大学体育の実現のために「米国教

育使節団報告書」の中にみられた大学体育の勧

告は，その後の諸委員会でなされた大学体育実

現の努力に対する有力な契機となったと考える

ことができたのである。さらに「学校体育研究

委員会」，特に大学部会での研究，討議はその答

申に盛られているように，わが国の大学体育に

ついて初めて組織的に整理されたものであると

いうことが理解できた。このようにこの答申は，

その後の大学体育の実現の努力に基本的方向を

与える役割を持つものとなったのである。この

「学校体育研究委員会」の努力に加えて，文部

省やC．1．E．等が「大学基準協会」に対して大

学体育実施の要望を提出した。このようにして

大学体育の問題は「大学基準協会」へうつされ

ることになったのである。そこでその中に大学

体育に関する専門委員会，「体育保健研究委員

会」が設置された。この中で大学体育に関する

報告書，「大学における体育」が作りあげられ

たのである。このような努力の結果，1948年12

月15日「大学基準協会」の総会で大学体育は，

大学の教育課程の中に正課単位として正式に認

められることになったのである。そこで新制大
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学の発足と共に大学体育は全学生に課せられる

ことになったのである。同時に大学の中に体育

が位置を占めるようになったことは，その後の

体育学の水準を高める重要な契機になったので

もある。
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